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引っ張れ　せーの
６月10日、内海千鳥ケ浜で内海中学校１年生が地
引き網漁を体験。A組B組に別れ「せーの」とかけ
声に合わせ引くと、網の中にセイゴや鯛などが入り、
大漁に歓声が上がっていました。
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2H20.７.１

夏の交通安全県民運動 7月11日(金)～20日(日)

●飲酒運転を根絶しよう
●子どもや高齢者を交通事故から守ろう
●後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しよう

この時期は、海や山のレジャーシーズンを迎え、
行楽に向かう交通量が増加し、人々の夜間におけ
る活動も一層盛んとなり、飲酒運転や無謀運転に
よる交通事故が心配されます。
また、夏を迎え、暑さや開放感から注意力が散
漫になり、特に若者や高齢者、子どもたちの交通
事故の危険性も高まります。
町民一人ひとりが交通安全意識を高め交通事故
を防止しましょう。

STOP!�
暴走�
�

「ストップ・ザ・交通事故 ～高めようモラル　守ろうルール～」

交通事故をなくそう
━ 町交通安全推進協議会全体会 ━
６月３日、町総合体育館で町交通安全推進
協議会全体会が開催され、各種団体長ら約90
人が出席。多発する交通事故を無くそうと、
高齢者の交通安全意識啓発、シートベルト着
用徹底など今年度の基本方針や街頭啓発など
の事業計画を確認しました。

子どもを交通事故から守れ！
━ 幼児交通安全指導者研修会 ━
６月16日、町総合体育館で幼児交通安全指
導者研修会が開催され、保育所（園）の幼児
交通安全クラブや母の会の役員ら約40人が参
加。県警交通安全教育チーム「あゆみ」を講
師に迎え、幼児への交通安全の指導法などを
学び、参加者は子どもの交通事故を防ごうと
真剣に学んでいました。

７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
」
強
調
月
間
で
す
。
こ
れ
は
、
法

務
省
が
主
唱
す
る
第
58
回
目
の
も
の

で
、
町
実
施
委
員
会
・
保
護
司
会
・

更
正
保
護
女
性
会
な
ど
各
種
団
体
に

よ
り
期
間
中
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

●
全
国
統
一
標
語

「
防
ご
う
犯
罪
と
非
行
　
助
け
よ
う

立
ち
直
り
」

●
主
な
活
動

①
の
ぼ
り
旗
を
各
所
に
掲
示
す
る
。

②
広
報
車
に
て
理
解
と
協
力
を
お
願

い
し
、
町
内
を
巡
回
す
る
。

③
小
学
生
の
習
字
・
ポ
ス
タ
ー
を
各

所
に
掲
示
す
る
。

④
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
。

南
知
多
町
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

実
施
委
員
会

南
知
多
町
保
護
司
会

南
知
多
町
更
正
保
護
女
性
会

社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
に
ご
協
力
を

社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
に
ご
協
力
を

20.07.01-767-ctp  08.6.25 10:49 AM  ページ 2



3 H20.７.１

介護保険制度では、高齢者の介護を社会全
体で支えるため、高齢者の方も被保険者とし
て保険料を負担していただいております。
平成20年度の保険料が決まりましたので
お知らせします。

なお、皆さんへは７月中旬に「介護保険料
額決定通知書」でご案内します。

介 護 保 険 だより

平成20年度の介護保険料をお知らせします

保険料の所得段階は、前年の所得状況などに基
づき６段階に分け、段階ごとに定額の保険料（年
額）を設定しております。

平成18年度および平成19年度においては、平成
17年度の税制改正の影響により、65歳以上の高齢
者への住民税の非課税限度額が廃止されたことに
伴い、所得段階が上がる方への急激な負担増を緩
和するため、保険料を減額する激変緩和措置が行
われました。また、平成20年度においても引き続
き保険料の激変緩和措置を行います。

第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料

●平成20年度　所得段階別保険料

所得段階 対　　　　　象　　　　　者 基準額×調整率 保険料の年額

第１段階
・老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が住民
税非課税の人
・生活保護の受給者

基準額×0.50 2 0 , 4 0 0円

第２段階
・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額
＋課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.50 2 0 , 4 0 0円

第３段階 ・世帯全員が住民税非課税であって、第２段階以外の人 基準額×0.75 3 0 , 6 0 0円

第４段階

・本人が住民税非課税
（世帯内に住民税課税者がいる場合）

基準額×0.75
（月額3,400円）

4 0 , 8 0 0円

第１段階からの激変緩和措置対象者 基準額×0.83 3 3 , 8 0 0円

第２段階からの激変緩和措置対象者 基準額×0.83 3 3 , 8 0 0円

第３段階からの激変緩和措置対象者 基準額×0.91 3 7 , 1 0 0円

第５段階

・本人が住民税課税で合計所得が200万円未満の人 基準額×1.25 5 1 , 0 0 0円

第１段階からの激変緩和措置対象者 基準額×1.00 4 0 , 8 0 0円

第２段階からの激変緩和措置対象者 基準額×1.00 4 0 , 8 0 0円

第３段階からの激変緩和措置対象者 基準額×1.08 4 4 , 0 0 0円

第４段階からの激変緩和措置対象者 基準額×1.16 4 7 , 3 0 0円

第６段階 ・本人が住民税課税で合計所得が200万円以上の人 基準額×1.50 6 1 , 2 0 0円

税制改正に伴う激変緩和措置

問い合わせ
保健介護課高齢者介護係（内線541・542）
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保険料の納め方は、年金の受給額によって「特
別徴収」と「普通徴収」に分かれます。

4H20.７.１

介護保険料の納め方

【対象者】
年金が年額18万円以上（月額15,000
円以上）の方
【年金天引きの対象となる年金】
老齢年金、退職年金、遺族年金、
障害年金
※老齢福祉年金は年金天引きの対
象とはなりません。
【納め方】年金の定期支払いの際
（年６回）に保険料があらかじめ年
金から天引きされます。

仮　　徴　　収

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

前年の所得が確定していないため、
前年度２月分と同額が年金から天
引きされます。

本　　徴　　収

確定した前年の所得などをもとに
決定した年間保険料額から４月・
６月・８月分の仮徴収額を差し引
いた金額を10月・12月・２月分の
３回に分けて年金から天引きされ
ます。

※但し、仮徴収額（４月・６月・８月）と本徴収額（10月・12月・２月）
とで差額の大きい方については、平準化を図るため８月分を増減額し調
整させていただきますが、年間保険料額は変わりません。

特　別　徴　収　（年金からの天引き）

【対象者】
・年金が年額18万円未満（月額15,000円未満）
の方

・年度途中で65歳になられた方
・年度途中で他の市区町村から転入された方な
ど（従前住所地で特別徴収だった方でも普通
徴収となります。）

【納め方】
各期（７月から翌年２月まで）に送付される

納付書で直接納めていただくか口座振替により
納めていただきます。
納付書で納めている方は、便利な口座振替を

ご利用ください。口座振替の手続きは、町指定
の金融機関で「預金通帳、通帳の届出印」を持
参して行ってください。

普　通　徴　収（個別に納付書または口座振替による納付）

年金天引きが開始される時期（普通徴収から特別徴収へ）

新しく65歳に到達された方や他の市区町村から
転入された方が年金天引き開始となる時期は、そ
の到達した（転入した）月によって異なります。
なお、実際の開始月は、年金裁定手続きの時期

などによって異なる場合があります。
年金天引きは、町と年金保険者（社会保険庁や

共済組合など）が情報の交換を行って開始されま
すので、手続きの必要はありません。
また、新しく年金天引きが開始される場合は、

通知書でお知らせいたします。
※転入された方は、年金保険者へ「住所変更届」

の提出が必要です。

65歳到達または転入の時期

４月から９月に65歳に到達または転入された方

特別徴収の開始月

翌年度の４月から開始

10月、11月に65歳に到達または転入された方 翌年度の６月から開始

12月、１月に65歳に到達または転入された方 翌年度の８月から開始

２月、３月に65歳に到達または転入された方 翌年度の10月から開始

●特別徴収（年金天引き）の開始時期

●平成20年度　介護保険料納期限（普通徴収）

期　別 納　　期　　限

第 １ 期 平成 2 0年 ７ 月 3 1日（木）

第 ２ 期 平成 2 0年 ９ 月 １ 日（月）

第 ３ 期 平成 2 0年 ９ 月 3 0日（火）

第 ４ 期 平成 2 0年 1 0月 3 1日（金）

第 ５ 期 平成 2 0年 1 2月 １ 日（月）

第 ６ 期 平成 2 0年 1 2月 2 5日（木）

第 ７ 期 平成 2 1年 ２ 月 ２ 日（月）

第 ８ 期 平成 2 1年 ３ 月 ２ 日（月）

介 護 保 険 だより
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5 H20.７.１

現在、特別徴収の方でも次のような場合は、全
部または一部が普通徴収となりますので、あらか
じめご了承ください。

①社会保険庁へ年金の「現況届」の提出が遅れた方
②年度途中で所得段階に変更があった方

ご注意ください

介 護 保 険 だより 保健介護課（内線541・542）

特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
◎１年以上滞納……………サービス費用を一旦全額負担し、申請によりあとで保険給付分（９割）が支払

われます。
◎１年６ヶ月以上滞納……保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
◎２年以上滞納……………サービス費の利用者負担額が１割から３割に引きあげられたり、高額介護サー

ビス費が受けられなくなります。

介護保険料を納めないでいると？

会　場 刈谷市産業振興センター
（刈谷市相生町１丁目１番地６）

q０５６６－２８－０５５５
※公共交通機関をご利用ください。
・刈谷駅北口より徒歩３分

お申し込み・お問い合わせ
愛知県産業労働部 新産業課 知的財産グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
q052－954－6350 FAX 052－954－6977
ホームページ http://www.pref.aichi.jp/0000015058.html

愛知県では、平成20年２月に策定した「あいち
知的財産創造プラン（改訂版）」に基づき特許な
どの知的財産を活用して産業の活性化を目指す知
的財産立県づくりに取り組んでいます。
その一環として、特許などの知的財産権をより
身近なものに感じていただくため、刈谷市、日本
弁理士会東海支部と共催で、３回シリーズのセミ
ナーを刈谷市内で開催いたします。知的財産の専
門家である弁理士が、演習問題を交え、わかりや
すく説明します。
参加は無料です。ふるってご参加ください。

●参加対象 知的財産に関心のある方
●定　　員 先着60名（単回のみの受講も可）
●参 加 費 無料
●主　　催 愛知県、刈谷市

日本弁理士会東海支部
●お申し込み方法
申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお

申込みいただくか、または県ホームページからお
申し込みください。定員を超えた場合以外は折り
返しご連絡を差し上げませんので、直接会場にお
越しください。

日　　　時 場　　　所 テ　　ー　　マ 講　　　師

第 １ 回
７月12日（土）
13：30～16：00

刈谷市
産業振興センター
６階６０３会議室

こんなにある！身近な知的財産権
～知的財産権制度の概要～ 神谷

か み や

十三和
と み か ず

氏

第 ２ 回
７月26日（土）
13：30～16：00

権利を有効に活用しよう！
～特許制度・商標制度の概要と権利の有効活用～ 大池

おおいけ

達也
た つ や

氏

第 ３ 回
８月９日（土）
13：30～16：00

権利範囲を知ろう！自分の権利、他人の権利
～権利侵害・権利行使～ 久納

く の う

誠司
せ い じ

氏

●スケジュール

※講師はすべて日本弁理士会東海支部所属の弁理士（知的財産支援キャラバン隊）です。
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愛 知 県 知 的 財 産 セ ミ ナ ー の ご 案 内愛 知 県 知 的 財 産 セ ミ ナ ー の ご 案 内
～ 休日パテントセミナー 2008 in 刈谷 ～
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6H20.７.１

平成20年度の後期高齢者医療保険料が決定します平成20年度の後期高齢者医療保険料が決定します

７月に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」および
「後期高齢者医療保険料納入通知書」が送付されます。

保険料の支払方法・納期

◇原則年金からの天引き（特別徴収）となります。
ただし、年金の額が年間18万円未満の方もし

くは介護保険料と合わせた保険料額が、年金額
の２分の１を超える場合は天引きとはなりませ
ん。

◇年金からの天引きとならない方については、口
座振替や納付書等で個別に納めていただきます。
（普通徴収）
７月から９月までは普通徴収、10月からは

特別徴収となる方もあります。

・保険料の納期について

納　　期

納付期限

１期（７月）

７月31日

２期（８月）

９月１日

３期（９月）

９月30日

４期（10月）

10月31日

５期（11月）

12月１日

６期（12月）

１月５日

７期（１月）

２月２日

８期（２月）

３月２日

保険料の計算方法

保険料額は、お一人ずつ
均等に負担していただく
「均等割額」と、所得に応
じて負担していただく「所
得割額」の合計額です。な
お、一人あたりの上限額は
年間5 0 0 , 0 0 0円です。

所得割額
（総所得金額等－3 3 0 , 0 0 0円）×0 .0743

均等割額
4 0 , 1 7 5円

＋保険料額 ＝

保険料（均等割額）の減額

４月１日現在の世帯状況において、同じ世帯に
属する「世帯主」と「後期高齢者医療被保険者」
の総所得金額等の合計額により均等割額が減額さ

れます。ただし、年金所得については、特例とし
てさらに15万円が控除されます。

後期高齢者医療の被保険者になる前日に会社の
健康保険や共済組合等の被扶養者の方は、被保険
者の資格を得た日から２年間は保険料の均等割額
が５割減額され、所得割額は課せられません。ま

た平成20年度のみ、４月分から９月分までは保険
料は徴収されず、10月から３月分までの保険料額
は均等割額の１割（2,000円）となります。

被扶養者だった方の保険料の特例（国民健康保険および国民健康保険組合加入者は除く）

総所得金額等の合計が33万円以下の世帯

総所得金額等の合計が
33万円＋24.5万円×（世帯主でない被保険者数）
以下の世帯

総所得金額等の合計が
33万円＋35万円×（被保険者数）以下の世帯

均等割額を７割減額（1 2 , 0 5 2円）

均等割額を５割減額（2 0 , 0 8 7円）

均等割額を２割減額（3 2 , 1 4 0円）
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１．現在皆さんがお持ちの保険証の有効期限は７
月31日です。８月１日から使用していただく保
険証を、７月中旬から下旬にかけて配達記録郵
便（転送不要）でお送りします。
※配達記録郵便では、受け取るときに押印また
は署名が必要となります。配達時に不在の場
合は、郵便受けに案内が入りますので、郵便
支店へ再配達の依頼をしていただくか、直接
受け取りに行っていただくことになります。

２．郵便支店での留置期間（案内に記載されてい
る期間）を超えると、保険証は住民課に返還さ
れます。その場合は、住民課の窓口でお渡しし
ますので、現在お持ちの保険証を持ってお越し
ください。
３．保険証の色が、水色から桜色に変わります。
４．氏名等の文字を大きくします。
５．保険証は、有効期限を過ぎると使用できませ
ん。８月１日以降に医療機関等で受診するとき
は、必ず新しい保険証を提示してください。

・後期高齢者医療制度の保険証を更新します

※１　７月14日（月）まで住民課へ申請することにより変更できます。
※２　70歳～74歳の高齢受給者証をお持ちの方
※３　かかった医療費の総額により、加算があります。

・負担割合の判定方法が変更になります

８月以降 ７月まで

基 準 と な る
収 入 の 期 間

平成20年度住民税
（平成19年中所得）

平成19年度住民税
（平成18年中所得）

負担割合の判定対象者 同一世帯の被保険者 同一世帯の被保険者と70歳～74歳の方

負 担 割 合 が
３割となる基準額

住民税の課税所得が145万円以上
※　判定対象となる方が一人でも上記に該当すると、世帯の被保険者は全員３割と
なります。
※　平成18年８月に導入された住民税の課税所得が145万円以上213万円未満の方に
対する経過措置は、７月で終了します。

基 準 収 入 額
適 用 申 請

下記、いずれかに該当し申請をした場合、
翌月より１割に変更（※１）
ア．同一世帯に他の判定対象者がいない
方…被保険者本人の収入が383万円
未満

イ．同一世帯に他の判定対象者がいる方
…同一世帯の後期高齢者医療被保険
者収入の合計額が520万円未満

下記、いずれかに該当し申請をした場合、
翌月より１割に変更
ア．同一世帯に他の判定対象者がいない

方…被保険者本人の収入が383万円
未満

イ．同一世帯に他の判定対象者がいる方
…同一世帯の後期高齢者医療被保険
者収入の合計額が520万円未満

※　平成18年８月に導入された収入が
383万円以上484万円未満の方（上記イ
に該当する場合は520万円以上621万円
未満）に対する経過措置は、７月で終
了します。

新たに導入される
経過措置（※ 1）

【対象者】
同一世帯の被保険者が１人であり３割
負担となる方で、同一世帯の前期高齢者
の方（※２）を含む収入が520万円未満
の方
【内容】
１ヶ月の自己負担限度額が以下のよう
に軽減されます。
・外来のみ
44,400円 ⇒ 12,000円

・外来＋入院
約80,000円（※３）⇒ 44,400円

※　負担割合は３割です。
※　平成22年７月までの経過措置です。

問い合わせ

住　民　課（内線117）
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ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
い
花
火

夏
の
夜
空
を
彩
る
花
火
は
種
類
も

豊
富
な
の
で
、
子
供
だ
け
で
な
く
、

大
人
に
と
っ
て
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
毎
年
夏
に
な
る
と
必
ず

と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
花
火
に
よ
る

ケ
ガ
や
火
事
の
記
事
が
あ
と
を
た
ち

ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
楽
し
い
は
ず
の

花
火
も
だ
い
な
し
で
す
。
正
し
い
遊

び
方
を
教
え
な
が
ら
、
子
供
た
ち
に

夏
の
風
物
詩
「
花
火
」
の
な
つ
か
し

い
思
い
出
を
残
し
て
あ
げ
た
い
も
の

で
す
。

１
　
花
火
は
大
人
と
い
っ
し
ょ
に
遊

び
夜
遅
く
ま
で
騒
が
な
い
。

２
　
花
火
に
書
い
て
あ
る
注
意
書
き

を
よ
く
読
ん
で
必
ず
守
る
。

３
　
花
火
を
人
や
家
に
向
け
た
り
、

燃
え
や
す
い
物
の
そ
ば
で
遊
ば
な
い
。

４
　
水
バ
ケ
ツ
を
準
備
し
て
、
使
い

終
わ
っ
た
花
火
は
必
ず
水
に
つ
け
て

火
を
消
す
。

５
　
一
度
に
た
く
さ
ん
の
花
火
に
火

を
つ
け
な
い
。

６
　
風
の
強
い
時
は
、
花
火
遊
び
は

し
な
い
。

７
　
吹
き
出
し
花
火
や
打
ち
上
げ
花

火
は
、
途
中
で
火
が
消
え
て
も
の
ぞ

き
こ
ま
な
い
。

知
多
南
部
消
防
本
部
予
防
課

q
６
４
‐
０
１
２
１
（
直
通
）

ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
い
花
火

も
う
す
ぐ
夏
本
番
、
楽
し
い
海
水

浴
シ
ー
ズ
ン
の
到
来
で
す
。
し
か
し

残
念
な
こ
と
に
毎
年
こ
の
季
節
に
な

る
と
水
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
尊

い
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
ぼ
れ
て
呼
吸
や
心
臓
が
止
ま
っ

た
人
に
は
、
一
刻
も
早
く
「
心
肺
蘇

生
法
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。そ

こ
で
万
一
に
備
え
て
「
心
肺
蘇

生
法
」
を
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
心
肺
蘇
生
法
」
の
基
本
的
な
手
順

は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
反
応
を
確
認
す
る

呼
び
か
け
、
目
を
開
け
る
か
、
反

応
を
調
べ
る

②
反
応
が
な
け
れ
ば
助
け
を
呼
ぶ

（
救
急
車
・
Ａ
Ｅ
Ｄ
・
協
力
者
）

③
気
道
確
保
・
呼
吸
を
調
べ
る

普
段
通
り
の
呼
吸
が
な
け
れ
ば

「
呼
吸
無
し
」
と
判
断
す
る

④
人
工
呼
吸

１
秒
か
け
、
胸
が
軽
く
ふ
く
ら
む

程
度
２
回
吹
き
込
む

⑤
胸
骨
圧
迫
（
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
）

胸
の
真
ん
中
を
30
回
押
す

（
強
く
・
速
く
・
絶
え
間
な
く
）

以
後
は
、
④
⑤
を
繰
り
返
す

※
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
到
着
し
た
ら
、
電
源

を
入
れ
、
以
降
は
音
声
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
ラ
ン
プ
に
従
う
）

「
心
肺
蘇
生
法
」
と
は
、
呼
吸
や

心
臓
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
人
に

「
人
工
呼
吸
」
と
「
胸
骨
圧
迫
（
心

臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
）」
を
行
う
手
当
の

こ
と
で
す
。
も
し
、
皆
さ
ん
が
そ
の

場
に
居
合
わ
せ
た
ら
、
救
急
隊
が
到

着
す
る
ま
で
実
施
す
る
こ
と
で
、
尊

い
生
命
を
救
う
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

消
防
署
で
は
学
校
、
保
育
所
、
各

種
団
体
等
の
要
請
に
よ
り
講
習
会
を

行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除

細
動
器
）の
取
り
扱
い
を
含
ん
だ「
普

通
救
命
講
習
」
も
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
受
講
さ
れ
る
よ
う
お
勧

め
し
ま
す
。

水
難
時
の
救
命
手
当
に
つ
い
て

反応の確認

119番通報とAEDの手配「見て」「聞いて」「感じて」確認する

胸が持ち上がるのを確認する胸骨圧迫（心臓マッサージ）

大
丈
夫
で
す
か
？�

「あなたは119番へ通報�
　してください!!」�
「あなたはAEDを持って�
　きてください!!」�

知
多
南
部
消
防
組
合
総
務
課

q

６
４
‐
０
１
１
９

あ
な
た
も
救
命
講
習
を

受
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

あ
な
た
も
救
命
講
習
を

受
け
て
み
ま
せ
ん
か
？
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元
知
多
南
部
消
防
組
合
消
防
司
令

長
（
元
消
防
次
長
兼
消
防
署
長
）
の

岩
本
直
行
さ
ん
（
64
歳
）
美
浜
町
大

字
河
和
字
小
坂
＝
は
平
成
20
年
４
月

29
日
第
10
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

で
瑞
宝
単
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

岩
本
さ
ん
は
、
知
多
南
部
消
防
組
合

の
発
足
当
初
か
ら
消
防
業
務
に
携
わ

り
現
在
の
消
防
組
合
の
基
礎
を
築
か

れ
、
25
年
の
長
き
に
わ
た
り
幹
部
職

員
と
し
て
そ
の
豊
富
な
知
識
経
験
を

も
っ
て
職
員
教
育
に
傾
注
す
る
と
と

も
に
永
年
に
わ
た
っ
て
、
消
防
体
制

充
実
強
化
に
努
め
た
功
績
が
認
め
ら

れ
受
章
さ
れ
た
も
の
で
す
。

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

第
10
回
危
険
業
務
従
事
者

叙
勲
瑞
宝
単
光
章

岩
本
直
行
さ
ん
（
美
浜
町
）

表
彰
日
時
、
場
所

平
成
20
年
５
月
22
日（
木
）９
時
30
分

知
多
南
部
消
防
組
合

表
彰
者

伊
藤
　
　
博
さ
ん
（
美
浜
町
布
土
）

伊
藤
紀
代
子
さ
ん
（
同
　
右
）

平
成
20
年
４
月
15
日
、
美
浜
町
大

字
布
土
地
内
で
発
生
し
た
建
物
火
災

に
お
い
て
、
伊
藤
ご
夫
妻
の
的
確
な

通
報
と
迅
速
な
初
期
消
火
に
よ
り
火

災
を
延
焼
さ
せ
ず
被
害
を
最
小
限
に

抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

消
防
協
力
者
表
彰

消
防
法
等
の
改
正
に
よ
り
、
今
年

の
６
月
か
ら
一
般
の
住
宅
に
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

新
築
の
住
宅
・
既
存
の
住
宅
を
問

わ
ず
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が

必
要
で
す
。

◇
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
を
防
ぐ

愛
知
県
で
は
、
毎
年
、
100
名
余
り

の
火
災
に
よ
る
死
者
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
そ
の
大
半
が
住
宅
火
災
に
よ

る
犠
牲
者
で
す
。
特
に
、
逃
げ
遅
れ

に
よ
る
も
の
が
多
く
、
こ
う
し
た
火

災
に
よ
る
死
者
を
減
ら
す
た
め
に
は
、

火
災
の
早
期
発
見
が
重
要
な
決
め
手

と
な
り
ま
す
。

◇
住
宅
用
火
災
警
報
器
で
防
ぐ

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
煙
や
熱

を
自
動
的
に
感
知
し
、
音
や
音
声
で

火
災
の
発
生
を
知
ら
せ
ま
す
。
火
災

の
早
期
発
見
に
大
変
有
効
で
す
。
寝

室
と
階
段
等
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ

い
。

設
置
場
所
な
ど
詳
し
い
内
容
は
、

予
防
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
悪
質
な
訪
問
販
売
に
注
意
！

設
置
が
義
務
と
な
り
悪
質
な
訪
問

販
売
の
増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
消

防
署
が
警
報
器
を
販
売
す
る
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
不
適
正
な
価

格
、
無
理
強
い
販
売
を
行
う
業
者
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

お
宅
で
は

も
う
設
置
し
ま
し
た
か
？

お
宅
で
は

も
う
設
置
し
ま
し
た
か
？

住
宅
用
火
災
警
報
器
！
義
務
化
！

知
多
南
部
消
防
本
部
予
防
課
　
q
６
４
‐
０
１
２
１
（
直
通
）

消
防
長
感
謝
状（
初
期
消
火
等
協
力
）

知
多
南
部
消
防
組
合
で
は
、
次
の

要
領
で
臨
時
用
務
員
（
非
常
勤
職
員
）

を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員

２
名

職
務
内
容

庁
舎
清
掃
等
お
よ
び
調

理勤
務
場
所

知
多
南
部
消
防
組
合

勤
務
条
件

①
勤
務
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
５

時(

７
時
間
勤
務)

②
勤
務
日
数
　
週
２
〜
３
日
間
、
月

10
日
程
度(

常
時
１
名
勤
務)

③
賃
金
　
時
給
840
円
（
通
勤
手
当
は

規
定
に
よ
る)

④
雇
用
期
間
　
８
月
１
日
〜

※
詳
細
に
つ
い
て
は
総
務
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

７
月
１
日（
火
）〜
22
日（
火
）

応
募
資
格

美
浜
町
ま
た
は
南
知
多

町
在
住
で
元
気
で
明
る
い
方

提
出
書
類

自
筆
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）

面
接
試
験
　

７
月
下
旬
予
定
（
後
日
連
絡
し
ま
す
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

知
多
南
部
消
防
組
合
総
務
課

知
多
南
部
消
防
組
合
総
務
課

q
６
４
‐
０
１
２
０
（
直
通
）

知
多
南
部
消
防
組
合

臨
時
用
務
員
募
集

知
多
南
部
消
防
組
合

臨
時
用
務
員
募
集
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まちの話題をお知らせください。企画情報課　広報担当まで�

２年連続！山本恭奈さん
が柔道でインターハイへ
７月28日から埼玉県で行われる全国高等学校総合
体育大会（インターハイ）「彩夏到来０８埼玉総体」
に、大井在住で桜丘高等学校２年の山本恭奈さんが、
柔道78kg超級に出場します。山本さんは５月に行
われた愛知県大会で優勝し、２年連続の出場を決め
ました。目指せ日本一！

速く、高く、遠くへ

―南知多町小学校陸上大会―

５月27日、町民会館グランドで小学校陸上
大会が行われました。
大会は100ｍ走、走り幅跳び、走り高跳び、

ソフトボール投げ、４×100mリレーの５種目
が行われ、各校を代表した選手のがんばりに、
見学席から「がんばれ」の声援が送られ、選
手は優勝目指し全力を出していました。

はっけよい のこった

―第27回町民相撲大会―

６月15日、町総合体育館で相撲大会が行わ
れ、保育園、小学生、中学生等の各部で熱の
入った取り組みが繰り広げられました。
小学校の部では体の小さい子が大きい子を

負かしたり、女の子と男の子が対戦したりと
熱戦が続き、保育園の部では負けて土俵に泣
き崩れる子も。わが子の取り組みにお父さん
お母さんも応援に熱が入っていました。
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No.206

森　田　博　文

ツチガエルと間違えないで

ヌマガエルは本町の水田・川・池など水辺でよく見
られます。体の色は、灰褐色から茶褐色、土と同じよ
うな色で目立ちません。体の長さ（鼻先からお尻の端
まで）は平均、雄が3.6cm、雌は4.2cmと小ぶりです。
背中にはいぼがたくさんあります。
よくツチガエルと間違

えられますが、見分け方
は実に簡単です。ヌマガ
エルのおなかは白ですが
ツチガエルは褐色で黒い
粒のような模様がありま
す。また、さわるとツチガエルはいやなにおいを出し
ますが、ヌマガエルはそんなことはありません。私は
本町内では、まだツチガエルを見たことがありません。
素手でも捕まる小ぶりのカエルが
今はカエルにとって受難の時代、多くの種類のカエ

ルは、その数が減り、生育している場所が狭くなって
きています。ところがヌマガエルは国内で生育する場
所を広げています。当地でも激減したダルマガエルに
替わって殖えてきたように思われます。
どうしてこんな小ぶりでやや動作緩慢なカエルが勢

力を拡大しているのでしょうか。
カエルやイモリのような両生類にくわしい榊原圭志

さんに教えを乞うたところ、ヌマガエルがカエルの仲
間としては、乾燥に強いことを指摘なさいました。
今の水田は冬期の乾田化ばかりでなく、イネの生育

に合わせて田の水を落とすことがあります。このため
乾燥に大変弱いダルマガエルやトノサマガエルは大い
に数を減らし、少しくらいの乾燥には耐えられるヌマ
ガエルが栄えているのだと納得しました。
また、ヌマガエルは南方系で夏の高温に強いので、

地球温暖化の時代に繁栄するのかも知れません。
ヌマガエルの鳴き声
ガッ　ガッ　ガッ　ガッ アマガエルより低い声・

遅いテンポで鳴きます。また、キャウキャウとしわが
れたような声も出します。どうして二通りの鳴き声が
あるのか、それぞれどのような場合の鳴き声なのか、
私にはわかりません。

知多半島南部のカエル ５

受難の時代に勢力拡大━ ヌマガエル

ヌ
マ
ガ
エ
ル

内
海
│
内
福
寺
川
で
捕
獲

◆
南
知
多
町
小
学
校
陸
上
大
会

（
5
／
27
・
町
民
会
館
・
１
位
の
み
）

男
　
子

●
１
０
０
Ｍ
走

５
年
以
下
　
齋
藤
　
永
治
（
大
井
）

６
年
　
　
　
鈴
木
　
優
太
郎(

篠
島)

松
下
　
正
志
（
内
海
）

●
走
り
幅
跳
び

５
年
以
下
　
間
瀬
　
樹
哉
（
大
井
）

６
年
　
　
　
奥
村
　
征
哉
（
師
崎
）

●
走
り
高
跳
び

５
年
以
下
　
栖
原
　
和
久
（
山
海
）

６
年
　
　
　
柴
田
　
祐
歩
（
内
海
）

●
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
投
げ

５
年
以
下
　
豊
田
　
恭
平
（
内
海
）

６
年
　
　
　
山
本
　
航
暉
（
豊
浜
）

●
４
０
０
Ｍ
リ
レ
ー
　
大
井

女
　
子

●
１
０
０
Ｍ
走

５
年
以
下
　
山
本
　
愛
果
（
豊
浜
）

６
年
　
　
　
小
久
保
　
萌
夏(

篠
島)

●
走
り
幅
跳
び

５
年
以
下
　
坂
口
　
祐
里(

日
間
賀)

６
年
　
　
　
上
野
　
な
つ
海(

内
海)

●
走
り
高
跳
び

５
年
以
下
　
中
村
　
　
舞
（
山
海
）

６
年
　
　
　
新
美
　
　
杏
（
篠
島
）

●
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
投
げ

５
年
以
下
　
鈴
木
　
伶
緒
奈(

山
海)

６
年
　
　
　
河
野
　
瑞
季
（
大
井
）

●
４
０
０
Ｍ
リ
レ
ー
　
篠
島

◆
第
25
回
わ
ん
ぱ
く
相
撲
名
古
屋
場

所
地
区
予
選
大
会
（
名
古
屋
青
年
会

議
所
主
催
・
５
／
18
・
愛
知
県
ス
ポ

ー
ツ
会
館
）

●
１
年
生
男
子
の
部

大
関
　
磯
部
　
勇
太

●
２
年
生
女
子
の
部

横
綱
　
松
田
　
佳
保
里

●
３
年
生
男
子
の
部

大
関
　
杉
本
　
彰
太

●
４
年
生
男
子
の
部

横
綱
　
松
田
　
将
光

●
６
年
生
女
子
の
部

横
綱
　
松
田
　
真
生
子

◆
第
35
回
名
古
屋
地
区
少
年
柔
道
大

会
（
名
古
屋
地
区
柔
道
少
年
団
主

催
・
６
／
１
・
半
田
市
青
山
記
念
武

道
館
）

●
３
年
男
子
の
部
（
134
名
）

２
　
位
　
杉
本
　
彰
太

ス
ポ
ー
ツ
大
会
結
果

ヌ
マ
ガ
エ
ル
の

お
な
か
は
白
い
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この教室は、泳げない子も５日間で泳げるよう
になると好評です。知多水泳指導研究会指導員を
講師として招き、水に慣れることから、バタ足、
息つぎなどクロールの基本を習います。
日　　時　７月28日（月）～８月１日（金）５日間

〔予備日　８月２日（土）〕
午前９時30分～11時30分

会　　場 師崎小学校プール
参 加 費 ５００円（保険料等）
対 象 者 町内小学校４年生以上の児童で、泳げ

ない子（泳力10ｍ以下）
定　　員 35人　※定員を超えた場合は、５・６年

生を優先します。
講　　師 知多水泳指導研究会指導員
申し込み 参加申込書を７月15日（火）までに社会

教育課（町総合体育館内）へq65‐2880
（参加申込書は、各小学校または町総
合体育館にあります）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夏休み小学生水泳教室
参 加 者 募 集

水泳の苦手な子もきっとうまくなるよ！

日本の伝統文化である茶道と華道の世界に触れ
てみませんか。
この講座では、楽しみながらお茶やお花の基礎
知識を学んだり、体験したりしていただけます。
みなさん、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加く
ださい。
日　　時 ７月24日（木）

・お茶　10時～正午
・お花　13時30分～15時30分

場　　所 町公民館（豊浜）
講　　師 山下みさ子さん（町文化協会茶華道部）
対象・定員 小学生・中学生　各回20名
受 講 料 参加費　各回200円

教材費　お茶300円
お花600円

申し込み 社会教育課（町総合体育館内）
q 6 5‐ 2 8 8 0

※定員になり次第締め切らせていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夏休み子ども体験教室
（茶道・華道）

◎日 に ち ８月２日（土）
◎時　　間 午前９時30分～、午後７時～
◎と こ ろ 町総合体育館　サブアリーナ
◎上映映画　　小さなバイキングビッケ「大きな木馬の贈り物」（23分）

◎上映映画　　うしろのせきは、コワイ！（23分）

◎上映映画　　ありったけの勇気（27分）

◎上映映画　※上映映画は都合により変更することがあります。

シネマフェスタシネマフェスタシネマフェスタ夏休み

◎入場無料（申し込み不要） ◎問い合わせ 社会教育課（町総合体育館）q６５－２８８０
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あれは、「こと座・はくちょう座・わし座・三
角」。あの明るい星はなんという星だろう。最近、
じっくり夜空を見たことがありますか。星に興味
があり、いろいろ知りたいお子さんと一緒に、昔
みた星をもう一度、見てみませんか。
日　　時 ８月８日（金）午後６時30分～９時

雨天の場合は町総合体育館内で星の見
方のお話

場　　所 町総合体育館・会議室および屋外
内　　容 ・事前のおはなし(宇宙・星のこと等）

・屋外で望遠鏡を使っての天体観測
持 ち 物 星座早見表・双眼鏡（家にあれば）・懐

中電灯・長ズボン・長袖のシャツ・運
動靴・虫除けスプレー

対象・定員 小学４年生以上の親子15組
（先着順にて受付します）

講　　師 村井　喜一さん
参 加 料 大人500円／人・小中学生200円／人
申し込み・問い合わせ　
社会教育課（町総合体育館内）q 6 5‐2 8 8 0

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「星空教室」参加者募集

普段、何気なく見ている海辺には、たくさんの
生物がいます。今回、干潮時の潮溜まりにいる生
き物などを直接見て、触ってみませんか。
日　　時 ８月16日（土）午前９時30分～正午

〔予備日　８月17日（日）〕
場　　所 内海の海岸
内　　容 ・事前のおはなし

・海辺で生物の観察会
持 ち 物 運動靴・長靴・帽子・長袖のシャツ・

水筒・タオル・たも・バケツ
対象・定員 小学１年生以上の親子20組

（先着順にて受付します）
講　師 森田　博文さん
参加料 大人500円／人・小中学生200円／人
申し込み・問い合わせ　
社会教育課（町総合体育館内）q 6 5‐ 2 8 8 0

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

親子で「磯と浜の観察会」
―海辺の生物とお友達になろうー

手前－オヤビッチャ、奥－シマスズメダイ
昨年の観察会では、はるばる熱帯からやって来た魚
が捕まりました。

気
軽
に
リ
サ
イ
ク
ル
を
体
験
し
ま

せ
ん
か
。
こ
の
教
室
で
は
、
牛
乳
パ

ッ
ク
を
使
っ
た
紙
す
き
は
も
ち
ろ
ん

の
事
、
す
い
た
紙
を
利
用
し
て
実
用

品
を
作
り
ま
す
。

（1）
７
月
25
日（
金
）紙
す
き
と
う
ち
わ

作
り

（2）
７
月
30
日（
水
）紙
す
き
と
袋
作
り

（3）
８
月
３
日（
日
）紙
す
き
と
カ
バ
ー

物
作
り

時
　
間

午
前
９
時
30
分
〜
11
時

場
　
所

知
多
南
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー

参
加
費

無
料
（
牛
乳
パ
ッ
ク
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
）

定
　
員

各
12
名
程
度
（
先
着
順
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

知
多
南
部
衛
生
組
合
業
務
第
１
係

（
q
６
２
‐
０
４
０
２
）
ま
で

気
軽
に
リ
サ
イ
ク
ル
を
体
験
し
ま

せ
ん
か
。
こ
の
教
室
で
は
、
ガ
ラ
ス

粉
で
ガ
ラ
ス
絵
を
作
り
ま
す
。

日
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７
月
24
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ス
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教
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の
参
加
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軽
に
リ
サ
イ
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知
多
南
部
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最
低
賃
金
の
決
定
基
準
や
罰
金
の

上
限
額
、
派
遣
労
働
者
へ
の
適
用
関

係
な
ど
に
つ
い
て
大
き
な
改
正
が
行

わ
れ
、
７
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。改

正
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

１．

地
域
別
最
低
賃
金
は
こ
う
な
り

ま
す

・
地
域
別
最
低
賃
金
を
決
定
す
る
場

合
に
は
、
労
働
者
が
健
康
で
文
化
的

な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
生
活
保
護
の
施
策
と

の
整
合
性
に
も
配
慮
す
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
具
体
的
な
金
額
は
、
都
道

府
県
ご
と
に
決
定
さ
れ
ま
す
。

・
地
域
別
最
低
賃
金
の
不
払
の
場
合

の
罰
金
額
の
上
限
が
２
万
円
か
ら
50

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

２．

産
業
別
最
低
賃
金
は
こ
う
な
り

ま
す

・
産
業
別
最
低
賃
金
額
に
達
し
な
い

労
働
契
約
は
無
効
と
な
り
、
産
業
別

最
低
賃
金
額
と
同
額
の
賃
金
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
産
業
別
最
低
賃
金
に
つ
い
て
は
、

そ
の
不
払
に
つ
い
て
は
、
最
低
賃
金

法
の
罰
則
は
適
用
さ
れ
な
く
な
り
、

労
働
基
準
法
の
賃
金
の
全
額
払
違
反

の
罰
則
（
罰
金
の
上
限
額
30
万
円
）

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

３．

適
用
除
外
が
見
直
さ
れ
ま
す

・
障
害
に
よ
り
著
し
く
労
働
能
力
の

低
い
者
等
に
関
す
る
適
用
除
外
が
廃

止
さ
れ
、
最
低
賃
金
の
減
額
特
例
が

新
設
さ
れ
ま
す
。

４．

派
遣
労
働
者
の
適
用
最
低
賃
金

が
変
わ
り
ま
す

・
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
派
遣

先
の
地
域
（
産
業
）
の
最
低
賃
金
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
愛
知
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.aich

i-
rod
o.g
o.jp
/

）、
ま
た
は
、
半
田

労
働
基
準
監
督
署
（
q
２
１
‐
１
０

３
０
）
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

14H20.７.１

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
す
べ
て
の
方
が
加
入
す
る
制
度

で
す
。
保
険
料
の
納
付
を
続
け
る
こ

と
で
、
年
を
と
っ
た
と
き
の
老
齢
基

礎
年
金
や
万
が
一
の
と
き
の
障
害
基

礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取

れ
る
制
度
で
す
。

経
済
的
な
理
由
等
で
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
の
免
除
と

な
る
保
険
料
免
除
制
度
を
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

免
除
制
度
の
種
類

国
民
年
金
の
保
険
料
免
除
制
度
に

は
、「
法
定
免
除
」
と
「
申
請
免
除
」

の
二
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

法
定
免
除
は
、
障
害
年
金
や
生
活

保
護
法
の
生
活
扶
助
を
受
給
し
て
い

る
方
な
ど
が
届
出
を
行
な
う
と
保
険

料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
す
。

他
方
の
申
請
免
除
（
学
生
の
方
は

申
請
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）
に

は
、本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
各
々

の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
四
段
階
の

基
準
額
が
あ
り
、
基
準
額
以
下
で
あ

れ
ば
、
全
額
免
除
の
ほ
か
、
保
険
料

の
四
分
の
三
、
二
分
の
一
、
四
分
の

一
を
納
付
す
る
と
残
り
の
保
険
料
の

納
付
が
免
除
と
な
る
一
部
納
付
（
一

部
免
除
）
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
免
除
期
間
の
扱
い

保
険
料
免
除
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金

額
の
計
算
の
と
き
に
国
庫
負
担
に
相

当
す
る
額
（
年
金
額
の
三
分
の
一
で
、

一
部
納
付
し
た
期
間
は
、
国
庫
負
担

分
に
そ
の
保
険
料
分
も
加
算
）
が
参

入
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
万
が
一
の
と
き
の
障
害
基

礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る

た
め
に
必
要
な
受
給
資
格
要
件
に
も

参
入
さ
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
30
歳
未
満
の
方
に
は
、

世
帯
主
の
所
得
の
多
寡
に
か
か
わ
ら

ず
本
人
と
配
偶
者
の
所
得
審
査
で
保

険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
」、
学
生
の
方
に
は
、

本
人
の
所
得
審
査
で
保
険
料
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
猶
予
制
度
の
承
認
を
受
け
た

期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

に
は
参
入
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
老
齢
基

礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
資
格
要

件
に
は
参
入
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
追
納

ま
た
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が

少
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
保
険
料

の
免
除
や
猶
予
の
承
認
を
受
け
た
期

間
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

追
納
制
度
が
あ
り
ま
す
（
免
除
等
の

承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
三
年
度
目
以
降
に
追
納
す

る
場
合
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に
経

過
し
た
期
間
に
応
じ
て
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
追
納

を
お
勧
め
し
ま
す
）。

退
職
（
失
業
）
の
特
例

な
お
、
免
除
等
に
は
、
退
職
（
失

業
）
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。
免
除
等

は
、
原
則
と
し
て
ご
本
人
・
配
偶

者
・
世
帯
主
の
方
の
前
年
の
所
得
で

審
査
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
方
の

中
で
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前
年
度

に
退
職
し
た
方
は
、
雇
用
保
険
の
受

給
資
格
者
証
や
離
職
票
等
の
公
的
機

関
の
証
明
を
添
付
し
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、
そ
の
方
の
所
得
審
査
が
不
要

と
な
り
ま
す
。

免
除
等
の
申
請
は
役
場
住
民
課
ま

た
は
各
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
受
付

を
し
ま
す
。（
免
除
等
の
申
請
は
、
原

則
と
し
て
毎
年
手
続
き
が
必
要
で

す
）

国

民

年

金

だ
よ
り

ご
存
知
で
す
か
　
保
険
料
の
免
除
制
度
、

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

住
民
課
　(

内
線
１
１
５)

◆国民年金の保険料◆�

６月分　７月31日(木)まで

口座振替をご利用の方は、指定され
た金融機関の口座から引き落としい
たしますので預金残高の確認をお願
いします。

最
低
賃
金
が
変
わ
り
ま
す

〜
平
成
20
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
〜
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15 H20.７.１

●
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
「
国

民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
お

持
ち
の
方
は
、
受
給
者
証
の
有
効
期

限
が
７
月
31
日
で
切
れ
ま
す
。
引
き

続
き
対
象
と
な
る
方
に
は
、
一
部
負

担
金
の
割
合
を
見
直
し
、
今
月
末
に

新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

●
入
院
し
た
と
き
は
認
定
証
の

申
請
を
！

∧
70
歳
未
満
の
方
∨

平
成
19
年
４
月
診
療
分
よ
り
、
70

歳
未
満
の
方
が
入
院
し
た
と
き
、
【1】

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
住
民
税
課

税
世
帯
の
方
）
ま
た
は
【2】
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
）を
提
示

す
る
こ
と
で
、
医
療
費
の
入
院
時
の

窓
口
で
の
支
払
が
限
度
額
ま
で
と
な

り
ま
す
。（
表
１
参
照
）

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
、
【2】
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

入
院
時
の
食
事
代
が
表
２
の
と
お
り

減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、
入
院
前
に
は

忘
れ
な
い
よ
う
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

∧
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
∨

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
、
低

所
得
者
の
方
は
、
高
齢
受
給
者
証
と

【2】
の
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
医

療
費
の
入
院
時
の
窓
口
で
の
支
払
額

が
減
額
さ
れ
、
食
事
代
も
表
２
の
と

お
り
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、
入
院
前

に
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
が
未
納
の

世
帯
に
は
【1】
【2】
は
交
付
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
納
付
後
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。（
未
納
が
あ
る
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に
は
食

事
代
の
減
額
の
み
に
有
効
な
【3】

「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

は
交
付
で
き
ま
す
。）

現
在
こ
の
【1】
【2】
【3】
の
認
定
証

を
お
持
ち
の
方
は
、
有
効
期
限

が
７
月
31
日
で
切
れ
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
必
要
な
方
は
、

再
度
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、

新
し
い
受
給
者
証
を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

国�

保�
ニ
ュ
ー
ス�

表１　70歳未満の人の場合の医療費の自己負担限度額（月額）
所得区分は前年の所得に応じて区分され、毎年（８月１日時点で）見直されます。

※１　上位所得者　基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の人

所得区分 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が３回目まで

一　　　　般 １８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％ ４４，４００円

４回目以降

８３，４００円

２４，６００円

上位所得者※1 １５０，０００円＋（医療費－５００，０００円）×１％

住民税非課税世帯 ３５，４００円

表２　入院時食事代の負担額（１食あたり）
前年の所得に応じて区分され、毎年（８月１日時点で）見直されます。

※２　低所得者Ⅱ　同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯の方（低所得者Ⅰ以外の方）
※３　低所得者Ⅰ　同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯の方（年金収入80万円以下等）

① 一般（②、③以外の人）

②
住民税非課税世帯
（70歳以上75歳未満の人は低所得者Ⅱ）※2

９０日以内の入院
（過去12か月の入院日数）

９０日を超える入院
（過去12か月の入院日数）

１食　２６０円

１食　２１０円

１食　１６０円

１食　１００円③ ②のうち所得が一定の基準に満たない70歳以上75歳未満の人（低所得者Ⅰ）※3

住
　
　
民
　
　
課

(

内
線
１
１
６)

尾州廻船内海船船主内田佐七家
７月の公開について

日　　　時 ７月２０日（日）
午前10時～午後３時

問い合わせ 社 会 教 育 課
q 6 5 － 2 8 8 0

麻
薬
等
の
薬
物
乱
用
問
題
は
、

個
人
の
生
命
は
も
と
よ
り
、
あ
ら

ゆ
る
社
会
組
織
や
国
の
安
定
を
脅

か
す
深
刻
な
社
会
問
題
で
す
。

愛
知
県
で
は
、
県
民
の
皆
さ
ん

に
薬
物
乱
用
問
題
へ
の
認
識
を
高

め
て
い
た
だ
く
た
め
、「
国
連
薬

物
乱
用
根
絶
宣
言
」
の
支
援
事

業
の
一
つ
と
し
て
、
６
月
20
日

（
金
）か
ら
７
月
19
日（
土
）ま
で

「
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ
イ
。
」
普
及
運

動
を
行
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

愛
知
県
健
康
福
祉
部
健
康
担
当
局

医
薬
安
全
課

q
０
５
２
‐
９
５
４
‐
６
３
０
５

６
月
20
日
〜
７
月
19
日

「
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ
イ
。」

普
及
運
動
を
実
施
し
ま
す
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問い合わせ　税務課固定資産税係
（内線141・142）

問い合わせ　税 務 課 住 民 税 係
（内線145・146）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16H20.７.１

日頃から献血へのご協力をいた
だき、ありがとうございます。
昨年一年間に各会場で実施され
た献血をまとめましたので、お知
らせします。今後も皆さんのご協
力をよろしくお願いします。

目 標 単 位

採 血 単 位

目標達成率

平成19年度

４８９単位

４５９単位

９３．９％

※目標単位は200ml献血を１単位、400ml
献血を２単位で計算しています。

■献血目標達成率

※不適格者とは、献血される方の健康を守るため、様々な基準を設けて行っています
が、その基準を満たすことができず、献血ができなかった人のことをいいます。

会　　　場 実施月日
申込者
（人）

採血者
数（人）

不　適
格　者
数（人）

採血者の
内400ml
献血者（人）

６月４日 30 16 14 10町 公 民 館 内 海 分 館

６月18日
10月９日
２月12日

63

49

49

48

31

40

15

18

9

38

26

29

町 保 健 セ ン タ ー

161 119 42 93

12 3 6

13 15 11

51 18 43

46 35 39

257 127 202

小　　　計

６月８日 15

28

69

81

384

６月８日

９月13日

11月18日

８日間実施

師 崎 公 民 館

南 知 多 病 院

日間賀小学校体育館

産 業 ま つ り 会 場

合　　　計

■会場別人数　平成19年度実績

平成19年度　献血目標達成率　93.9％

献血手帳がカードに
献血された方にお渡ししていた「献血手帳」が、

平成18年10月から「献血カード」に変わりました。
このカードは、運転免許証と同じサイズで、裏

面には献血履歴や次回献血可能日が毎回記載され
るものとなっています。
本町でも、献血された方に随時お渡ししていま

すので、よろしくお願いします。

固定資産税からのお知らせ 町県民税からのお知らせ

平成19年度町県民税

減額申告書の受付期間

平成20年７月１日（火）～
７月31日（木）まで

※この申告の対象者は、平成19年に所得が減
って所得税が課されなくなった方で、平成
19年度分の町県民税のみが増額となった方
です。

２期以降の納付書は
４月に一括送付済み
です

２期以降の納付書は
４月に一括送付済み
です
※納付書は当初に一括で送付してありますの
で、２期以降は納付書を送付しません。
※２期以降の納付書を紛失された方は、税務
課固定資産税係へお知らせください。
※口座振替の方は、今までと変更はありませ
ん。
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月　　　　日 受 付 時 間 場　　　　　所 特定健診実施日

●７月１０日（木）

●７月１１日（金）

●７月１６日（水）

●７月１６日（水）

●７月２３日（水）

●７月３０日（水）

１０月１６日（木）

１０月３０日（木）

6/2・3
町公民館内海分館

町 公 民 館 内 海 分 館
（内海サービスセンター）

山 海 公 民 館

大 井 公 民 館

Ｊ Ａ み さ き 支 店

師 崎 公 民 館

保 健 セ ン タ ー

日 間 賀 島 公 民 館

篠島開発総合センター

10：00～10：15
13：00～13：15

6/4
山海公民館10：00～10：15

6/9
大井公民館10：00～10：15

6/11
ＪＡみさき支店13：00～13：15

6/13
師崎公民館

10：00～10：15
13：00～13：15

6/14・16・19・24
保健センター

10：00～10：15
13：00～13：15

9/10・11
日間賀小体育館

10：00～10：15
13：30～13：45

9/24・25
篠島開発総合センター

10：00～10：15
13：30～13：45

特定健診の結果によって、『特定保健指導の対
象となった方』『胸部レントゲン検査で異常所見
のある方』等を対象に講習会を行います。

該当される方へ案内はがきを送ります。必ずご
本人がはがきを持ってお越しください。
それ以外の方は結果を郵送させていただきます。

結果などでご相談のある方は、下記日程を確認の
上、講習会会場にお出かけください。

脱！メタボ講習会

特定健診の結果によって、生活習慣の改善が必
要な方を対象に、メタボリックシンドローム予防
のための保健指導（所要時間80分）を行います。

脱 ！ メ タ ボ 講 習 会脱 ！ メ タ ボ 講 習 会

情報　保健センター q 65-0711

このまちで夢と元気と

生きがいづくり

「けんこう南知多プラン」推進中

日　程 ８会場　７日

暴走族追放強調月間
７月１日～７月31日

青少年の非行問題に取り組む県民運動と併せて７
月を「暴走族追放強調月間」と定め、『暴走を「し
ない」「させない」「見に行かない」』「暴走族　なく
して住みよい　まちづくり」をスローガンに、暴走
族のいないまちづくりに対する関心、理解を深める
運動を推進します。

STOP!�
暴走�
�

青少年の非行問題に
取り組む県民運動
７月１日～８月31日

次代を担う青少年が心身ともに明るく健やかに成
長していくことは、県民すべての願いです。
しかし、青少年をめぐる状況の中で、少年非行に
ついては依然として凶悪・粗暴・集団化傾向にあり、
また、覚せい剤等の薬物を乱用する少年も増加する
など、憂慮すべき状況にあります。
県では、７月１日から８月31日までを「青少年の
非行問題に取り組む県民運動」強調期間と定め、
「非行の芽　はやめにつもう　みな我が子」をスロ
ーガンに、街頭キャンペーンなど、さまざまな啓発
活動を実施します。
青少年の健全な育成を図るためにも、ぜひ、各地
域で行われる青少年の非行防止運動に積極的なご参
加をお願いします。

社 会 教 育 課
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定員により
締め切りま
した

定員により
締め切りま
した

定員により
締め切りま
した

定員により
締め切りま
した

が ん 検 診 等 の 申 し 込 み を 受 け 付 け て い ま す
申し込みを受け付けていますが、まだ若干申し込み可能な検診があります。
下記の予約状況を確認いただき、電話などで町保健センターへお申し込みください。（q65－0711 内線511～514）
なお、申し込み状況によっては、お断りする場合がありますので、ご了承ください。

申し込み

大腸がん検診は以下の流れで実施します

保健センターから自宅に検査容器をお送りします

胃がん・乳がん検診日に問診票、料金とともに
検査容器を会場へお持ちください

※生活保護世帯の方は無料です。
※平成20年度中に対象年齢に達する方が対象になり
ます。

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査の対象者
昭和44年３月31日以前に生まれた方のうち
①過去に肝機能異常を指摘されたことのある方
②広範な外科的処置を受けたことのある方
③妊娠・分娩時に多量に出血したことのある方
④過去にＢ型・Ｃ型肝炎検査を受けたことのない方
（ただし、上記に該当しても定期的に肝機能検査
を受けている方は受けることはできません。）

師
　
崎

豊
　
浜

地
　
　
　
区

検 診

料 金

対象年齢

検 診
受付時間

保 健
センター

師 崎 公
民 館

定員により
締め切りま
した

定員により
締め切りま
した

７月29日（火）
申し込み可能

８月５日（火）
８月20日（水）
両日申し込み可能

８月20日（水）
申し込み可能

定員により
締め切りま
した

７月７日（月）

７月８日（火）

1 ,100円

20歳以上

9:00～11:00 9 : 0 0～ 1 1 : 0 0

600円 無　料

50歳以上 40歳以上

1 ,000円

20歳以上

13:45～14:30

1 ,300円 500円

40歳以上 20歳以上

09:00～11:20
13:00～14:20

胃がんおよび
乳がん検診日の
検診受付時間

1 ,000円

20歳以上

13:00～14:20

胃 が ん
前 立 腺
が 　 ん

Ｂ型・Ｃ型
肝 　 炎

子　　宮
け い 部
が　　ん

乳 が ん 大腸がん
骨　　粗
しょう症
検　　査

申し込み
締め切り日

自宅で便を取ります

なぜ、今検査が必要なのでしょうか。
Ｂ型・Ｃ型肝炎は、一般に自覚症状がなく、

血液で感染し慢性化すると肝硬変や肝がんへ進
行する場合があります。Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル
スに感染しているかどうかを知るには血液検査
が必要です。
検 査 方 法 → 血液を採取して行います。

申し込み
可能

肝 炎 ウ イ ル ス 検 査 の 実 施 に つ い て
半田保健所では、過去に手術による輸血を受けた
ことや、フィブリノゲン製剤の投与を受けたこと等
により肝炎ウイルス感染の心配があるので、過去に
ウイルス検査を受けたことがなく、検査を希望され
る方に、平成19年４月から無料検査を実施していま
す。
また、愛知県における総合的な肝炎対策の一環と
して、肝炎ウイルス検査の窓口を拡大し、受診希望
者の利便性を確保するため、医療機関委託による無
料肝炎ウイルス検査を平成21年３月31日まで実施し
ます。
場　　　所 半田保健所　検査受付
日　　　時 毎月第２、第４水曜日 午後１時～３時

検　　　査 Ｂ型肝炎ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルス
検査手数料 無　料
医療機関における検査
半田保健所管内では、次の７医療機関において検
査が可能であり、医療機関での検査を希望される方
には保健所から受診票を発行しますので、お問い合
わせください。
高川クリニック（半田市）、半田市立半田病院（半
田市）、前田クリニック（東浦町）、杉石病院（武豊
町）、石川病院（武豊町）、知多厚生病院（美浜町）、
渡辺病院（美浜町）
問い合わせ
半田保健所生活環境安全課　q２１－３３４１
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19 H20.７.１

休日急病当番医

●受付時間　午前９時～正午

●急病以外の診療、往診はできません。

●都合により変更になる場合もあります。

７月の
当 番 日 当　番　医 診療科目 電話番号

７月６日(日)

13日(日)

20日(日)

21日(月)

27日(日)

大岩医院（内海） 内科 62 -013 8

（医）顕心会 辻医院（河和）内科・小児科 82 -010 6

（医）上床医院（豊浜） 内科・小児科 65 -060 4

（医）浜田整形外科・内科クリニック（古布） 整形外科・内科 82 -551 1

（医）大岩医院（豊浜） 内科・小児科 65 -018 4

No.245

初めての出産はどうでしたか？
自分が思っていたよりも大変でした。みんな
の「大丈夫！」の励ましでがんばれました。

子育てはどうですか？
家族も協力してくれていますし、あまり手の
かからない子で、困っていることはありません。
おじいちゃんとお父さんはお風呂に入れてくれ
て、おばあちゃんは、よくあやしてくれます。
犬までもが自分の子と思って一緒に添い寝をし
てくれています。

月渚ちゃんの名前は誰が考えましたか？
お父さんが考えました。

お父さんに質問します。何か名前の由来はあり
ますか？
ローマ神話の月の女神がルナという名前で、
そこから名付けました。月は太陽まで主張せず
影でみんなを支えていて、生きているもの全て
に対し、必要な存在である月のような女性にな
ってもらいたいと思うので、この名前にしまし
た。

お母さんは月渚ちゃんにどんな子に育ってほし
いですか？
元気でみんなに好かれる子に育ってほしいで
す。

お父さん・お母さんの愛情と思いをいっぱい
もらい、池野家の女神として、すくすく成長し
ていくのがとっても楽しみですね。

健康なんでも相談
血圧測定や健診の結果についての説明、こどもの
相談など、あかちゃんから大人までの健康に関する
相談日です。
お気軽にご利用ください。
日　時 ７月15日（火）

午前９時30分～10時30分
場　所 保健センター

親子インタビュー
今回は平成20年１月２日に誕生した池野月渚

る な

ちゃんの
父、大輔さんと母、知里さん（大井）に育児等についてお
聞きしました。
家族構成は、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、

お母さん、月渚
る な

ちゃんの５人と、ミニチュアダックス犬３
匹の家族です。

情報　保健センター q 65-0711
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母
子
家
庭
等
医
療
の
受
給
者
証
を

次
の
と
お
り
更
新
し
ま
す
。

対
象
者

▽
18
歳
以
下
の
児
童
（
18
歳
到
達
の

年
度
末
ま
で
）
を
扶
養
し
て
い
る

母
（
父
）
と
そ
の
児
童
。

※
母
（
父
）
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

▽
父
母
の
い
な
い
児
童
（
18
歳
到
達

の
年
度
末
ま
で
）

更
新
手
続
き

現
在
受
給
中
の
方
に
は
、
更
新
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
ご
記
入
の
う
え
、７
月
18
日（
金
）

ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。申

請
書
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、

医
療
受
給
者
証
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

※
現
在
、
受
給
し
て
い
な
い
方
で
該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
住
民
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
し
い
受
給
者
証

８
月
１
日
以
降
に
使
用
す
る
医
療

受
給
者
証
は
、
７
月
末
日
ま
で
に
受

給
者
本
人
に
あ
て
に
送
り
ま
す
。

な
お
、
有
効
期
間
が
満
了
し
た
医

療
受
給
者
証
は
、
８
月
以
降
に
住
民

課
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ま
で

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
住
民
課

愛
知
県
で
は
、
ご
み
処
理
に
対
す

る
理
解
を
深
め
、
日
常
生
活
の
中
で

資
源
を
大
切
に
す
る
行
動
を
促
す
た

め
、
ご
み
処
理
施
設
な
ど
を
見
学
す

る
「
ご
み
調
査
隊
」
に
参
加
す
る
親

子
を
募
集
し
ま
す
。

日
時

８
月
７
日（
木
）
９
時
20
分

集
合
、
９
時
30
分
出
発

集
合
場
所

愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー

見
学
施
設

海
部
地
区
環
境
事
務
組

合
　
八
穂
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、
あ

い
ち
健
康
の
森
、
愛
知
臨
海
環
境
整

備
セ
ン
タ
ー

対
象

小
学
４
年
生
か
ら
６
年
生
の

児
童
と
保
護
者

定
員

20
組
40
名
程
度

そ
の
他

参
加
費
無
料
（
集
合
場
所
ま
で
の
交

通
費
は
自
己
負
担
）

昼
食
・
飲
み
物
は
各
自
で
持
参
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

７
月
25
日
ま
で
に
、
住
所
、
子
と
保

護
者
の
氏
名
、
電
話
番
号
、
学
校
名
、

学
年
を
記
入
の
上
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
愛
知
県
資
源
循

環
推
進
課
へ

〒
４
６
０
‐
８
５
０
１
（
住
所
不
要
）

q
０
５
２
‐
９
６
１
‐
２
１
１
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
５
２
‐
９
５
３
‐
７
７
７
６

Ｅ
メ
ー
ル
　ju

n
kan
@
pref.aichi.

lg.jp※
参
加
決
定
者
に
は
、
参
加
案
内
を

郵
送
に
て
お
送
り
し
ま
す
。

南
知
多
町
で
は
、
平
成
15
年
度
か

ら
木
造
住
宅
の
『
無
料
耐
震
診
断
』

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、

『
あ
な
た
の
負
担
な
し
』
で
、
南
知

多
町
が
あ
な
た
の
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
を
行
う
も
の
で
す
。

本
年
よ
り
新
た
に
耐
震
診
断
の
結

果
、
耐
震
改
修
工
事
が
必
要
と
判
定

さ
れ
た
場
合
、
概
算
の
改
修
工
事
費

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
予
想
さ
れ
る
東
海
地
震
や
東

南
海
地
震
な
ど
の
大
規
模
地
震
か
ら
、

あ
な
た
や
家
族
の
生
命
を
守
る
た
め

に
も
耐
震
診
断
を
行
い
、
被
害
を
少

し
で
も
軽
減
で
き
る
よ
う
な
耐
震
改

修
を
し
ま
し
ょ
う
。

無
料
耐
震
診
断
の
対
象
と
な
る
建
築

物①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工

さ
れ
た
木
造
住
宅

②
在
来
軸
組
構
法
の
２
階
建
て
以
下

の
住
宅

③
現
に
人
の
住
ん
で
い
る
住
宅

④
建
物
の
所
有
者
が
申
し
込
み
を
さ

れ
た
住
宅

耐
震
改
修
工
事
に
対
す
る
補
助

南
知
多
町
の
「
無
料
耐
震
診
断
」

の
結
果
に
よ
り
、「
倒
壊
の
可
能
性

が
あ
り
総
合
判
定
１
・
０
未
満
」
と

診
断
さ
れ
た
木
造
住
宅
を
対
象
に
、

耐
震
改
修
工
事
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

補
助
額

耐
震
改
修
工
事
に
対
し
、

工
事
費
の
２
分
の
１
（
上
限
60
万
円
）

耐
震
診
断
申
込
場
所

都
市
開
発
課
ま
た
は
各
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
（
申
込
用
紙
は
窓
口
に
あ
り

ま
す
。）

問
い
合
わ
せ
　
都
市
開
発
課

愛
知
県
道
路
公
社
に
お
き
ま
し
て

は
、
こ
の
た
び
知
多
半
島
道
路
・
南

知
多
道
路
・
知
多
横
断
道
路
・
中
部

国
際
空
港
連
絡
道
路
・
猿
投
グ
リ
ー

ン
ロ
ー
ド
の
回
数
券
の
払
い
戻
し
を

終
了
い
た
し
ま
す
。

払
い
戻
し
期
限

７
月
31
日（
木
）

対
象
券
種

知
多
半
島
道
路
・
南
知
多
道
路
・
知

多
横
断
道
路
・
中
部
国
際
空
港
連
絡

道
路
・
猿
投
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
の
回

数
券

払
い
戻
し
方
法

郵
送
に
よ
る
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
各
料
金
事
務
所
（
ま

た
は
大
府
・
阿
久
比
パ
ー
キ
ン
グ
エ

リ
ア
）
で
配
布
中
の
申
込
用
紙
つ
き

チ
ラ
シ
か
、
愛
知
県
道
路
公
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

愛
知
県
道
路
公
社
総
務
部
業
務
課

q
０
５
２
‐
９
６
１
‐
１
６
２
１

知
多
有
料
道
路
事
務
所

q
２
１
‐
２
７
２
１

猿
投
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
事
務
所

q
０
５
６
５
‐
４
８
‐
１
５
４
６

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w

w
w
.a
ich
i-d
o
u
ro

k
o
u
sh
a
.o
r.jp

母
子
家
庭
等
医
療
の

受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

住
民
課

(

内
線
１
１
７)

ご
み
調
査
隊
の

参
加
者
募
集

福
祉
環
境
課

(

内
線
１
２
６)

家
の
耐
震
性
を
知
り
、

工
夫
し
て
自
分
の
身
を
守
ろ
う

木
造
住
宅
耐
震
診
断

都
市
開
発
課

(

内
線
２
４
２)

知
多
半
島
道
路
等
の

有
料
道
路
の
回
数
券
の

払
い
戻
し
を
終
了
し
ま
す

愛
知
県
道
路
公
社

町
政
に
関
す
る
ご
意
見
お
問
い
合
わ
せ
は
役
場
へ

q

６

５

‐

０

７

１

１
（
代
表
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
６

５

‐

０

６

９

４

メ
ー
ル

m
in
am
ich
ita@

to
w
n
.m
in
am
ich
ita.lg

.jp

お
知
ら
せ
コ
ー
ナ
ー
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知
多
南
部
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
ゆ

め
じ
ろ
う
・
わ
っ
ぱ
る
で
は
、
障
が

い
の
あ
る
方
や
ご
家
族
の
方
の
地
域

生
活
に
関
す
る
様
々
な
問
題
解
決
の

お
手
伝
い
を
す
る
巡
回
相
談
を
行
い

ま
す
。

お
話
を
う
か
が
う
中
で
、
あ
な
た

ら
し
く
地
域
で
暮
し
て
い
け
る
た
め

の
手
立
て
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
相
談
は
無
料
で
す
。
ま
た

秘
密
は
必
ず
守
り
ま
す
。

今
月
は
通
常
の
巡
回
相
談
に
加
え

て
、
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
の
仕
事

に
関
す
る
相
談
を
専
門
ス
タ
ッ
フ

（
知
多
地
域
障
が
い
者
就
業
・
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
　
ワ
ー
ク
）
が
受
付

し
ま
す
。
対
象
は
障
が
い
を
お
持
ち

の
方
と
ご
家
族
、
障
が
い
を
お
持
ち

の
方
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
で
す
。

※
た
だ
し
、
事
業
所
・
仕
事
の
紹
介

は
行
い
ま
せ
ん
。

日
時

７
月
８
日（
火
）

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

会
場

役
場
１
階
第
一
会
議
室

※
巡
回
相
談
日
に
ご
都
合
の
つ
か
な

い
方
は
、
個
別
の
相
談
も
可
能
で
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

内
容

障
が
い
の
あ
る
本
人
、
家
族
、

関
係
者
か
ら
の
相
談

予
約

事
前
に
お
電
話
に
て
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

南
知
多
町
以
外
で
も
実
施
し
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

ま
た
は
役
場
福
祉
環
境
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

予
約
・
問
い
合
わ
せ

知
多
南
部
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

ゆ
め
じ
ろ
う
　
q
７
２
‐
６
４
６
４

E
-m
ail:soudan@

dune.ocn.ne.jp

わ
っ
ぱ
る
　
q
７
３
‐
３
２
０
１

E
-m
ail:hiroba@

w
appa-no-kai.jp

（
営
業
時
間
　
平
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
知
多
地
域
成
年
後
見

セ
ン
タ
ー
で
は
、
親
族
の
方
な
ど
の

成
年
後
見
人
等
と
し
て
後
見
業
務
に

携
わ
っ
て
い
る
個
人
の
方
を
対
象
と

し
た
情
報
交
換
す
る
場
を
設
け
ま
し

た
。後

見
業
務
に
つ
い
て
相
談
し
た
い

方
、
後
見
業
務
に
携
わ
っ
て
い
る
方

の
話
が
聞
き
た
い
方
な
ど
は
、
是
非

参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

毎
月
第
４
水
曜
日

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

※
祝
日
等
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

第
１
回
…
７
月
23
日

第
２
回
…
８
月
27
日

場
所

奇
数
月
…
知
多
市
福
祉
活
動
セ
ン
タ

ー
研
修
室

知
多
市
緑
町
32
‐
６

偶
数
月
…
半
田
市
福
祉
文
化
会
館（
雁

宿
ホ
ー
ル
）
会
議
室

半
田
市
雁
宿
町
１
‐
22
‐
１

※
奇
数
月
と
偶
数
月
で
会
場
が
異
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み

申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
当
日
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

知
多
地
域
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー

・
半
田
後
見
事
務
所

q
２
１
‐
０
８
１
１

・
知
多
後
見
事
務
所

q
０
５
６
２
‐
３
９
‐
２
６
６
３

愛
知
県
で
は
、
愛
知
県
労
働
委
員

会
、
愛
知
労
働
局
お
よ
び
愛
知
社
会

保
険
事
務
局
と
共
催
で
、「
な
ん
で

も
労
働
相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

当
日
は
、
来
所
、
電
話
で
も
受
け
付

け
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時

７
月
24
日（
木
）、
25
日（
金
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

場
所

つ
る
ま
い
プ
ラ
ザ
（
愛
知
県

勤
労
会
館
）
事
務
棟
１
階
ロ
ビ
ー

（
Ｊ
Ｒ
鶴
舞
駅
、
地
下
鉄
鶴
舞
５
番

出
口
よ
り
南
へ
徒
歩
５
分
）

相
談
内
容

解
雇
、
賃
金
等
の
あ
ら

ゆ
る
労
働
問
題

申
し
込
み

・
当
日
の
電
話
に
よ
る
相
談
お
よ
び

問
い
合
わ
せ

専
用
電
話
　
０
５
２
‐
７
４
１
‐
１

９
１
９

・
弁
護
士
の
相
談
は
各
日
午
後
１
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で

予
約
電
話
　
０
５
２
‐
９
５
４
‐
６

３
７
５

問
い
合
わ
せ

愛
知
県
産
業
労
働
部
労
政
担
当
局
労

働
福
祉
課

q
０
５
２
‐
９
５
４
‐
６
３
７
５

募
集
種
目
・
受
験
資
格

●
一
般
曹
候
補
生

・
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
者

●
航
空
学
生

・
18
歳
以
上
21
歳
未
満
高
卒
者
（
見

込
含
む
）

●
２
等
陸
・
海
・
空
士

・
18
歳
以
上
27
歳
未
満

※
年
齢
は
平
成
21
年
４
月
１
日
現
在

受
付
期
間

８
月
１
日
〜
９
月
10
日

※
２
等
陸
・
海
・
空
士
の
男
子
は
年

間
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
。

試
験
日

・
一
般
曹
候
補
生

１
次
９
月
20
日
、
２
次
10
月
９
日
〜

16
日
の
内
の
指
定
す
る
１
日

・
航
空
学
生

１
次
９
月
23
日
、
２
次
10
月
18
日
〜

23
日

・
２
等
陸
・
海
・
空
士
の
女
子

９
月
28
日
、
29
日

・
２
等
陸
・
海
・
空
士
の
男
子

９
月
７
日
、
27
日

問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
半
田
地
域
事
務
所

q
２
１
‐
０
０
０
４

21 H20.７.１

Information 役場q65-0711

成
年
後
見
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
議
を
開
催
し
ま
す

保
健
介
護
課

(

内
線
５
４
０)

障
が
い
の
あ
る
方
や
ご
家
族

の
巡
回
相
談
の
ご
案
内

福
祉
環
境
課

(

内
線
１
２
２)

な
ん
で
も
労
働
相
談
会

商
工
観
光
課

(

内
線
２
７
３)

自

衛

官

募

集

自
衛
隊
半
田
地
域
事
務
所

q
２
１-

０
０
０
４

５
月
末
か
ら
豊
浜
の

各
所
で
鯛
ま
つ
り
の
鯛

み
こ
し
製
作
が
始
ま
り

ま
し
た
。
竹
の
切
り
出

し
、
足
組
、
竹
組
み
と

徐
々
に
巨
大
な
鯛
の

形
が
出
来
上
が
っ
て
く

る
と
”い
よ
い
よ
お
祭
り

だ
“
と
気
分
も
盛
り
上
が

っ
て
き
ま
す
。
今
年
は

７
月
19
・
20
日
に
祭
り

が
行
わ
れ
、
威
勢
の
い

い
「
め
で
た
め
で
た
」
の
伊
勢
音

頭
が
響
き
渡
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

豊
浜
の
熱
い
季
節
が
や
っ
て
き
ま

し
た
。(

か)

ひ�と�り�ご�と�
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再生紙を使用しています 町のホームページ http://www.town.minamichita.lg.jp/

7
.１

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

平
成
2
0
年
　
№
７
６
７

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

豊 浜
師 崎
篠 島
日間賀島

計

男 女 計 世帯数
内 海

区分
地区

人口と世帯数(住民基本台帳) 平成20年５月末現在

( )内は対前月比

2 ,828 人 2,988 人 5 ,816 人 2 ,014世帯

2 ,931 人 3,188 人 6 ,119 人 2 ,032世帯

2 ,590 人 2,695 人 5 ,285 人 1 ,755世帯

953 人 961 人 1 ,914 人 610世帯

1 ,090 人 1,142 人 2 ,232 人 644世帯

10 ,392 人
（－1）

10,974 人
（＋6）

21 ,366 人
（＋5）

7 ,055 人
（＋15）

町内の火災・救急・交通事故(20年５月)

▲
　
▲
　
　
▲
▲
▲

火災・救急
火災件数 1件 ( 3件)〈 ±0件〉
うち建物 1件 ( 2件)〈 －1件〉
救急件数 58件 ( 370件)〈 －27件〉
うち急病 35件 ( 248件)〈 －33件〉
交通事故
件　　数 9件 ( 30件)〈 －4件〉
死　　者 0名 ( 0名)〈 －2名〉
重軽傷者 13名 ( 43名)〈 －13名〉

※( )内は今年の累計
〈 〉内は前年同期との比較

行 事 カ レ ン ダ ー

町税の休日収納窓口を開設します
開　設　日　７月13日　日曜日

開 設 時 間　午前９時～正午

開 設 場 所　役場本庁１階　税務課窓口

問い合わせ　税務課徴収係
q65－0711 内線143・144

７ 月 の 納 税
◆固 定 資 産 税………第 ２ 期 分
◆国民健康保険税………第 １ 期 分
◆納　 期 限………７月31日(木)

口座振替制度ご利用の方は、指定された金融機関の口座から
引き落としいたしますので預金残高の確認をお願いします。

「 町税は便利な口座振替で 」

火1 医師健康相談 (保健センター) 13:30～14:00
木17

「年金特別便」窓口相談 (役場) 10:00～16:00

役場窓口延長日 (役場・篠島SC・日間賀島SC) 17:15～19:00水2 金18

木3 豊丘むくろじ会館図書室開設式 (豊丘むくろじ会館) 10:00～12:00

鯛まつり (豊浜須佐地区)土19
粗大ごみ収集・豊浜 (町総合体育館駐車場) 7:00～11:00

金4 内田佐七家公開日 (内田佐七家) 10:00～15:00

鯛まつり (豊浜中洲・須佐地区)日20
おいなぁ市（豊浜物産市） (豊浜魚市場・魚ひろば) 10:00～15:00

土5 海の日月21

日6 火22

月7 役場窓口延長日 (役場・篠島SC・日間賀島SC) 17:15～19:00
水23

粗大ごみ収集・篠島 (篠島SC前) 7:00～08:15

障害者巡回相談 (役場) 13:30～16:00

困りごと相談・師崎 (師崎公民館) 14:00～16:00火8
夏休み子ども体験教室（茶道、華道）(町公民館) 茶道10:00～華道13:30～
成年後見巡回相談 (役場) 13:30～16:00

体力テスト会 (町総合体育館) 19:30～21:00木24
役場窓口延長日 (役場・篠島SC・日間賀島SC) 17:15～19:00

水9 困りごと相談・篠島 (篠島SC) 14:00～16:00
金25

木10 土26
粗大ごみ収集・日間賀島 (日間賀島SC横) 8:00～09:00

篠島ぎおん祭り (篠島)金11 日27
篠島野島まつり・船団パレード(篠島)
日間賀島ぎおん祭り・ほうろく流し (日間賀島)土12 月28
町税休日収納窓口 (役場) 9:00～12:00

日13 火29

月14 役場窓口延長日 (役場・篠島SC・日間賀島SC) 17:15～19:00
水30

健康なんでも相談 (保健センター) 9:30～10:30
火15 木31
「年金特別便」窓口相談 (役場) 10:00～16:00

役場窓口延長日 (役場・篠島SC・日間賀島SC) 17:15～19:00水16 篠島SC：篠島サービスセンター、日間賀島SC：日間賀島サービスセンター

飲酒運転(四)しない運動

運転者は
・運転するなら酒を飲まない
・酒を飲んだら運転しない

家庭・地域では
・運転する人に酒をすすめない
・酒を飲んだ人に運転させない
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